
商品概要説明書                             2026年 2月 12日現在 

商品名（愛称） 相続定期預金 

対象商品 スーパー定期預金、大口定期預金(総合口座式・通帳式・証書式) 

ご利用対象 相続により取得した資産を原資としてお預け入れいただける個人のお客さま 

お預け入れ原資 

①相続預金(お受け取りから 1 年以内) 

②相続人さまが受取人となる死亡保険金(お受け取りから 1 年以内) 

③相続により取得した不動産や株式等の換金代金(換金から 1 年以内) 

※既に当行にお預け入れの相続人さま名義の(相続によらない)預金でのお預け入れはできませ

ん。 

※満期後の相続定期預金への再度のお預け入れはできません。 

預入期間 3ヶ月、6ヶ月、1年（自動継続のみの取り扱いとなります） 

預入 
（１）預入方法 一括預入 

（２）預入金額 100万円以上(相続により取得した金額が上限となります) 

相続確認資料 

お預け入れ時に下記の書類のいずれかをお持ちください。 

(当行で相続手続きをされた方は、下記の確認書類は不要です。) 

①遺産分割協議書の写し 

②金融機関に提出した依頼書(相続届等)の写し 

③戸籍謄本の写し＋被相続人名義の解約済通帳または計算書の写し 

④遺言書(公正証書遺言または自書署名遺言で検認済のもの)の写し 

 ＋被相続人名義の解約済通帳または計算書の写し 

※相続人さまの本人確認資料・お届け印が必要となります。合わせてお持ちください。 

※不動産や株式等の換金代金を原資とする場合は、相続遺産の換金代金であることが確認でき

る書類をお持ちください。 

※死亡保険金を原資とする場合は、死亡保険金であることが確認できる書類をお持ちください。 

適用金利 

（１）適用金利：3ヵ月もの 店頭表示金利＋年 0.800％ 

6ヶ月もの 店頭表示金利＋年 0.300％ 

1年もの  店頭表示金利＋年 0.125％ 

   ※ 3 ヵ月・6 ヵ月もの定期預金の満期金に限り、1年もの定期預金に再預入が可能です。 

      ※ 店頭表示金利については、店頭窓口または当行ホームページにてご確認ください。 

※ 上記金利は初回満期日までの適用となります。 

※ 満期日以降は自動継続時における対象定期預金の店頭表示金利の適用となります。 

（２）利払頻度：対象の定期預金の取扱いに準じます。 

（３）計算方法：対象の定期預金の取扱いに準じます。 

税金 
2013年 1月 1日～2037年 12月 31日までに受け取る利息には、復興特別所得税（0.315%）が追

加課税されることにより、20.315％の税金がかかります。 

付加できる特約事項 

（１）総合口座通帳式にてお預け入れの場合、総合口座による当座貸越をご利用できます。 

なお、貸越利率は担保定期預金の約定利率に 0.5%を上乗せした利率です。 

（２）マル優の取扱いができます。 

手数料 不要 

払戻方法 満期日以降に一括して払い戻します。 

中途解約 満期日前に解約される場合は、当行所定の中途解約利率の適用となります。 

金利の確認方法 最新の金利については、店頭または当行ホームページでご確認ください。 

重要事項 
本商品は預金保険制度の保護対象です。当行にお預け入れいただいている他の預金と合算し、元

本１千万円までとその利息までが保護対象となります。 



その他ご留意事項 

・本定期預金は店頭受付分のみとします。 

（ATM・《HOKUTO》マイバンク・ネット等でのお預け入れは対象外とさせていただきます。） 

・他の金利上乗せサービスおよびキャンペーンとの併用はできません。 

・金利情勢の大幅な変化があった場合、取扱いを中止または条件を変更することがあります。 

・当行が契約している指定紛争解決機関 

一般社団法人 全国銀行協会 

連絡先：全国銀行協会相談室 

電話番号：0570－017109 または 03－5252－3772 

 


